
会 議 録 

会議の名称 令和２年度 第１回桶川市いじめ防止連絡協議会 

開催日時 令和２年７月１７日（金） 

（開会）午後２時３０分・（閉会）午後３時５０分 

開催場所 桶川市役所 会議室４０２ 

出席委員 １１名 

欠席委員 安心安全課長・人権・男女共同参画課長・桶川市青少年問題協議会員 

事務局職員 ２名 

議題 １ 委嘱状の交付 

２ 開会 

３ 会長あいさつ 教育部長 

４ 委員紹介 

５ 副会長選出 

６ 協議等 

（１）いじめの認知について 

（２）いじめ防止対策推進法に基づく桶川市の取組 

（３）桶川市のいじめに係る現状 

（４）いじめ防止への取組（各課および機関より情報提供） 

（５）リーフレットについて 

（６）その他 

７ 閉会 

配付資料 次第 

いじめの認知について 

いじめのサイン発見シート 

知っていますか「いじめ防止対策推進法」 

埼玉県内の学校に通う児童生徒の皆さんへ 

桶川市いじめ防止等基本方針 

桶川市いじめ防止連絡協議会規則 

桶川市のいじめに係る現状（児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する 

調査より） 

いじめ防止に向けた啓発リーフレット（案） 

議事の内容 １ 委嘱状の交付 

 

２ 開会 



 

３ 会長あいさつ 教育部長 

・新型コロナウイルス感染拡大防止に係る臨時休業など、様々な対応が求められ

ていた。 

・本市においても昨年度いじめによる不登校重大事態が発生するなど、いじめ問

題は喫緊の課題と捉えている。今後も関係各機関等と連携を図りながら、対応

をしていきたい。 

 

４ 委員紹介 

 

５ 副会長選出 

 

６ 協議等 

（１） いじめの認知について 

・事務局が資料に基づき説明した。 

 

会 長：事務局の説明に質問、意見はあるか。 

 

・ 委員からの質疑・意見なし 

 

（２） いじめ防止対策推進法に基づく桶川市の取組 

・事務局が資料に基づき説明した。 

 

会 長：事務局の説明に質問、意見はあるか。 

 

・ 委員からの質疑・意見なし 

 

（３） 桶川市のいじめに係る現状 

・事務局が資料に基づき説明した。 

 

会 長：事務局の説明に質問、意見はあるか。 

 

・ 委員からの質疑・意見なし 

 



（４）いじめ防止への取組について 

・新型コロナウイルス感染防止に係る臨時休業期間中における、いじめに関わる

情報共有や、各課で取り組めること等についてグループで協議を行った。 

 

A グループの協議内容  

委 員：臨時休業中は、子供たちの顔が見られず、確認が取れない状態であった。 

 

委 員：休業中以外では、スポーツ振興課では、県のいじめ１１０番のチラシを

各団体の指導者や保護者へ配付し、啓発をしていた。 

 

委 員：生涯学習文化財課では、青少年健全育成会議で、ＳＮＳに関連したトラ

ブルなど啓発をしていた。 

 

委 員：県が配付しているいじめ防止に向けたパンフレットだけでなく、市でい

じめ防止に向けたチラシなどを作成したら周知していきたい。 

 

B グループの協議内容 

委 員：臨時休業中の青少年犯罪の統計はまだ出ていないが、１１０番による通

報は昨年度と比べて減少しているようである。ただし、上尾警察署管内

では例年と変わらない。 

危惧しているのが、SNS 上における被害であり、画像など、一度出てし

まうと消すことが難しい。 

 

委 員：相談機関として、警察への相談では、相談を受けたらすぐに解決に向け

て行動、解決という流れである。いじめなどインターネット上の情報な

ど証拠になるものは消さないで保存しておいてほしい。 

 

委 員：家庭教室でいじめ防止に向けた啓発を行っている、情報交換をし、県が

作成した「彩の国生徒指導ハンドブック I‘s２０１９」にいじめへの対

応マニュアルがあり、活用もされている。 

 

委 員：頻繁に児童生徒と会うことはないが、学校では極力定期的に情報を得る

ようにした。 

 



委 員：SNS の被害の防止についてだが、保護者の SNS に対する感覚の違いが課

題となっている。 

C グループの協議内容 

委 員：臨時休業中も大きな問題、報告はなかった。基本的に臨時休業中も児童

生徒はしっかり過ごしていたのではないかと思われる。 

 

委 員：不登校の児童生徒の中には、学校に行かなければというプレッシャーが、

なくなり少し安心した児童生徒も見られた。 

 

委 員：教育センターへの相談件数は昨年度と比較し減少していた。６月には相

談件数は前月より増加したが、例年と同じ程度の相談件数であった。 

 

会 長：SNS 上でいじめが発生すると、いじめを受けた児童生徒が学校に来づら

くなる。小さな情報でも共有し、対応できるようにしていきたい。 

 

（５）いじめ防止に向けた啓発リーフレットについて 

・事務局が資料に基づき説明した。 

 

委 員：保護者会で配付となると、保護者会の資料と同じサイズがよい。 

 

委 員：文字が小さいため、折って A４サイズが良い。 

 

委 員：説明が多いと読まない。説明を短くするなど工夫が必要。  

 

委 員：家庭内における携帯の使い方のルールの所にイラストがあるとよい。 

 

委 員：桶川市におけるいじめの取組のことも掲載するとよい。まずはいじめに

よる相談先があるとよいのではないか。 

 

委 員：家庭用いじめ発見チェックシートの下に、チェックの数と、それについ

てどのように判断するのか、説明があった方がよい。 

 

委 員：相談窓口一覧では、対象者、日時、場所の順に記載があるとよい。 

 



委 員：どういった場合、どこに電話したらよいか、相談窓口を対象ごとにグル

ープ化していくなど、区別できるとよい。 

 

委 員：相談窓口ごとに、一番上に、法人名等があるとよい 

 

委 員：発行日を入れると、改定をしたときに、わかりやすい。 

 

事務局：今後もご意見をいただきながら修正し、配付できるよう準備していく。 

 

（６）その他 

会 長：全体を通して何かあるか。 

 

委 員：特になし 

  

会 長：今年度６月より、小学校に相談員を５名増員できた。いじめ防止にも関

われることを期待している。不登校も含め心配されることがあれば、教

育委員会へ情報を入れてほしい。 

 

７ 閉会 

                                以上 

 

 


